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エ「２（３）心エコー図、冠動脈造影所見」（18歳未満用）について

の場合のみ次を記入すること。」について

び植え込み後の安定した状態における身体活動能力を記載する。

　活動能力が「非該当」（18歳未満の場合は養護の区分）であっても、客観的な所見

から、相当程度の心臓障害の存在が十分にうかがえるような場合には、機械的に非

該当とせずに、念のために活動能力を確認するなどの取扱いが望まれる。また、客

観的所見がなく、活動能力が１級相当から４級相当とされている場合には、相互の

関係を確認することが必要である。
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